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･青森市建築指導課からのお知らせ･ 

10101010月２日より建築確認申請が月２日より建築確認申請が月２日より建築確認申請が月２日より建築確認申請が    
ＦＤにて申請できますＦＤにて申請できますＦＤにて申請できますＦＤにて申請できます

青森市建築基準法施行細則が改正され、平成

12 年 10 月 1 日よりＦＤ申請の区域指定が施行さ

れます。対象区域については青森市内全域が対

象となります 
これにより、平成１２年１０月２日より建築

確認のＦＤによる申請が青森市においても受付

できることになりました。当面の運用は下記の

とおりと致しますので、関係各位のご協力とご

理解をお願い致します。 

●受付できる申請受付できる申請受付できる申請受付できる申請 
建築物、昇降機、建築設備、一般工作物、

工作物の昇降機、準用工作物。 
上記における確認申請、中間検査、完了検

査、計画変更申請（計画通知を含む）が対象と

なります。 
仮使用等、建築基準法上ＦＤによる申請が出

来るとされている、他の申請についてはシステ

ムが対応出来次第、受付いたします。 

●手続きについて（お願い）手続きについて（お願い）手続きについて（お願い）手続きについて（お願い） 

ＦＤにおける申請の手続きについては、建築

基準法施行規則第十一条の三以降に詳しく記載

されておりますので詳細についてはご参照くだ

さい。 
さて、当課では現在の用紙申請からＦＤ申請

への切り替えを致しましたが、内容 審査につい

ては十分な機器等が配置されておらず、十分な

体制とはいえないのが実状です。 
つきましては、申請者の皆様にはご負担を

おかけいたしますが、当面の運用と致しまし

て、ＦＤ申請につきましても、現状どおり申請ＦＤ申請につきましても、現状どおり申請ＦＤ申請につきましても、現状どおり申請ＦＤ申請につきましても、現状どおり申請

用紙を添付していただけますようお願いいたし用紙を添付していただけますようお願いいたし用紙を添付していただけますようお願いいたし用紙を添付していただけますようお願いいたし

ますますますます。。。。 
また、今までどおりの用紙のみの申請につい

ては当課にて全ての申請項目をコンピュータに

入力しなければならず、膨大な時間を割かれる

ため、申請時にはできるだけＦＤを添付してい

ただけますよう、重ねてご協力をお願いいたし

ます。 

青森市都市政策部建築指導課（TEL:734-1111）

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 月定例会のご案内月定例会のご案内月定例会のご案内月定例会のご案内 
日 時 平成 12 年 10 月 20 日（金）18:30～  

場 所 青森市中央市民センター 3階教養室 

議 題  １．青森ロードネーム募集 
「この道なんという道」事業について 

２．その他 

連絡先  狩野尾設計事務所 工藤まで 
      ＴＥＬ:775-3761 

ＦＡＸ:722-2613 

      e-mail： mak@aomori-net.ne.jp 

定例会の出欠は早めに�

ご連絡くださる様お願いします！

※��	 で送信の場合は、下記フォーマットを

ご利用ください。�

 

 

出席    欠席   致します（どちらかに○をつけてください） 

 

 

氏名                 TEL                     。 

【お詫び】 

前号でお知らせした青年委員会ホームペ

ージのアドレスが間違っておりました。こ

こに訂正とお詫びを申し上げます。 
なお、正しいアドレスは 

http://homepage2.nifty.com/A_ABA/  

です。

 去る 9 月 28 日、浜館～自由ヶ丘地区のロー

ドネームの応募作品の審査会が行われました。 

200 件以上の応募から数点に減らすことは大

変難しいことでしたが、なんとか 6 作品にまで

しぼられました。 

採用作品は、11 月 11 日開催予定の地元小学

生とその父兄によるワークショップにおいて決

定されます。 

ワークショップの日程は以下の通りとなって

おります。多くの方々の参加をお待ちしており

ます。 

日 時 平成 12年 11 月 11 日(土)10：30～  

場 所 田屋敷町民館 

問合先 黄金崎 亨（まちづくり委員長） 

      TEL:017-741-8451

  
いまや、国民的アレルギー疾患といえるほど

になった花粉症、スギ花粉が飛ぶ春だけが花粉

症の季節だと思っていませんか？ 
実は、花粉症の季節は春～秋なのです。植物

の花粉の飛散時期というのは、その植物によっ

てそれぞれ違うので、スギ以外の花粉でも花粉

症は見られるんです。 
今の時期、花粉症を引き起 こすのは、ブタク

サ・ヨモギ・イラクサ・ススキ・アキノエノコ

ログサ（ねこじゃらし）といった道端で良くお

目にかかる雑草が犯人です。 
「鼻がつまる・水っぱなが出る・くしゃみが

連発する・ .眼がかゆい」などの症状がある人は

もしかしたら実は花粉症なのかもしれません。 
いつまでたっても夏かぜがすっきりしないと

思っている方は、一度検査を受けられてはどう

でしょうか。 

 


